
令和 7 年度 第 2 回苅田町地域公共交通会議 

 

日付：令和７年１１月１４日（金） 

時間：14：00～ 

場所：小波瀬コミュニティセンター  

 

 

1. 協議事項 

第１号 苅田町コミュニティバス北部ルート 向山団地バス停の新設 資料① 資料② 

（1）路線の延長 

（２）路線の廃止 

(3)停留所の新設 

(4)運行時刻の変更 

 

第２号 苅田町コミュニティバス中央ルート 楠木坂バス停の移設 資料① 資料② 

(1)路線の延長 

(2)停留所位置の変更 

(3)運行時刻の変更 

 

第３号 苅田町コミュニティバス北部ルート 苅田工業高校通学用ダイヤ新設  

(1)運行時刻の変更                               資料① 資料② 

 

第４号 苅田町コミュニティバス 4 ルート カインズ／ラ・ムー前バス停の新設 

(1)路線の延長                                  資料① 資料② 

(2)停留所の新設 

(3)運行時刻の変更 

 

第５号 苅田町コミュニティバス中央ルート・白川ルート 百合ヶ丘交差点バス停の移設 

(1)路線の延長                                  資料① 資料② 

(2)路線の廃止 

(3)停留所位置の変更 

（４）停留所の名称変更（ひまわり保育園→百合ヶ丘交差点） 

 

第６号 苅田町コミュニティバス 4 ルート 日祝におけるバスの減便 資料③ 

(1)運行時刻の変更 

 

 



第７号 令和 8 年度運行分地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の変更申請 

資料④ 

 

第８号 令和 7 年度運行分地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の自己評価 

資料⑤ 

 

 

2. 報告事項 

 軽微な事案の際の苅田町運賃協議分科会の取扱いについて 資料⑥ 

 

 

3. その他 

 

 

 

 

配布資料 

資料①：苅田町コミュニティバスの状況分析と今後の方針 

資料②：運行ルート見直し 

資料③：日祝におけるバスの減便 

資料④：令和 8 年度運行分地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の変更申請 

資料⑤：令和 7 年度運行分地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の自己評価 

資料⑥：軽微な事案の際の運賃協議分科会の取扱い 



任期：令和6年9月1日～令和8年8月31日

令和7年5月28日改訂

所属 職名 委員名

1 西鉄バス北九州株式会社 営業本部営業部営業担当課長 小川　裕之

2 北九州タクシー協会京築地区会
かんだ安全タクシー有限会社
タクシー事業課長

屋根内　秀己

3 社会福祉法人苅田町社会福祉協議会 会長 竜口　隆三

4 一般公募 石田　恭子

5 苅田町区長連合会 若久二区長 川上　浩二

6 苅田町区長連合会 新津区長 梅田　俊明

7 苅田町区長連合会 葛川区長 坂本　裕之

8 福岡県交通運輸産業労働組合協議会 西鉄バス北九州労働組合副執行委員長 宮原　道雄

9 九州運輸局福岡運輸支局 支局長 永松　靖二

10 一般社団法人福岡県バス協会 専務理事 河津　隆幸

11 九州旅客鉄道株式会社 下曽根駅長 中原　毅

12 太陽交通株式会社　 交通事業部旅客課長 野田　未千代

13 西日本工業大学 名誉教授 河野　雅也

14 京築県土整備事務所 地域整備企画監 井手　裕基

15 行橋警察署 交通課長 野田　修平

16 苅田町役場 副町長 安成　健一郎

17 苅田町役場 建設課長 桃坂　昭生

18 苅田町役場 都市計画課長 沖永　正徳

オブザーバー

19 福岡県企画・地域振興部 交通政策課課長補佐 三重野　直美

苅田町地域公共交通会議委員名簿
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苅田町コミュニティバスの状況分析と今後の方針

１．苅田町コミュニティバスの状況分析

運賃等収入
運行経費

（一人あたり経費）
乗降客数

（一日あたり乗降客数）

7,190,700円45,265,986円（837円）54,105人（148人）令和3年度

7,816,500円46,695,986円（848円）55,082人（150人）令和4年度

7,891,000円45,925,986円（814円）56,431人（154人）令和5年度

7,506,800円48,594,043円（907円）53,592人（147人）令和6年度

（2）ルート別の乗降客数の推移

（5）曜日別の利用平均実績（1日あたりの乗降客数）

（4）バス停別の乗降者状況

（１）コミュニティバス 年間の乗降客数及び運行経費の推移 （接続線を除く）

（6）時間帯別の利用状況

※全バス停（102
箇所）の状況

（7）空運行日数

※収支率25％は福岡県生活交通確保補助金の要件

合計与原・小波瀬ルート白川ルート中央ルート北部ルート

17.2%56,431人18.7%16,546人14.5%11,632人23.9%19,028人11.4%9,225人令和5年度

16.3%53,592人18.1%16,028人13.9%11,322人22.5%17,987人10.8%8,255人令和6年度

25.0%81,547人25.0%22,189人25.0%20,307人25.0%20,015人25.0%19,036人参考25%

（3）収支率の推移 （収支率＝各ルート毎の収入／経費）

乗降計降乗バス停

16,726 7,814 8,912 サンリブ苅田1

11,022 6,177 4,845 苅田駅2

9,330 4,880 4,450 小波瀬病院3

6,960 3,558 3,402 ルミエール苅田4

3,995 2,312 1,683 福岡銀行前5

2,930 1,620 1,310 パンジープラザ6

2,637 1,181 1,456 城南団地7

2,633 1,470 1,163 苅田町役場8

2,433 1,284 1,149 苅田工業高校9

1,917 1,152 765 小波瀬西工大前駅10

1,899 751 1,148 百合ヶ丘公園11

1,832 716 1,116 セブンイレブン南原12

1,825 1,118 707 京町病院前13

1,606 568 1,038 すみれ幼稚園14

乗降計降乗

1,048 524 524 平均値

423 187 215 中央値

14,318 14,424 
13,868 13,624 

12,646 

9,103 
8,472 

9,018 9,225 
8,255 

25,018 
26,114 

25,310 
24,522 24,516 

19,031 

17,321 17,375 
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17,987 

20,606 
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20,262 
21,055 
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乗降計降乗バス停

2 1 1 苅田中学校102

13 3 10 木ノ元101

18 8 10 神社前100

22 4 18 八田山99

35 10 25 井ノ口池98

36 19 17 稲光97

41 26 15 白川郵便局96

53 27 26 新津二丁目95

56 16 40 猪熊入口94

60 42 18 猪熊公民館93

64 26 38 片島住宅前92

66 36 30 雨窪公民館91

70 34 36 神田町三丁目90

（人）

（人）

（人） （人）

（人）

（日）

（人／km）

白川

与原・小波瀬

中央

北部

資料①
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苅田町コミュニティバスの状況分析と今後の方針

4．地域公共交通計画の位置づけ

（2）指標

（3）コミュニティバス見直し
・ルート、本数、ダイヤ等について見直し
・道路整備や公共施設整備を考慮し、ルートの見直し
・財政負担やニーズ等を勘案し、サービスの適正化を図る

目標値(R10)現況値(R4)評価指標評価内容

78,569人/年55,591人/年
コミュニティバス利用者数
（接続線利用者含む）

公共交通の利用者数

現状レベルを維持1,234円/人町民1人あたりの公共交通事業負担額財政負担額

25％17.3％コミュニティバスの収支率収支率

「利用者のさらなる利便性向上と利用促進」 及び 「持続可能な公共交通」のために
①利用者状況やニーズの変化
②2024年問題に端を発した運転手労働環境の変化
③道路交通網の整備、他の公共交通状況による周辺環境の変化

の3つの変化へ対応を検討中

5．今後の方針

3．運転手状況

（１）太陽交通の状況（R7.4月時点）
①慢性的な運転手不足

現在21名の運転手
苅田町コミュニティバス、築上町コミュニティバス、路線バス、貸し切りバス

②運転手の高齢化

（２）バス運転手の労働状況改善（厚労省）
・運転手の労働時間等の基準が改正

※各ルート毎の所要時間

・運転手不足への対応、良好な労働環境のための適切な休憩時間の確保、交通事情の変化による遅延対策を
求められている
→良好な労働環境の維持が人材確保につながる

70代60代50代40代30代

2名9名8名1名1名

内容時間

原則：281時間、最大：294時間1ヵ月

拘束時間 65時間以内4週平均1週

13時間以内(上限15時間)1日

継続11時間を基本とし、継続9時間1日休息期間

9時間以内2日平均1日
運転時間

4時間以内連続運転

2．他市町村の運行状況

運賃車両台数
利用者数

（1日当たり）
日祝土運行形態市町村

200円4台158人〇〇定時定路線苅田町

100円3台44人×〇定時定路線築上町

100円3台48人×〇定時定路線吉富町

100～300円1台43人×〇定時定路線吉富町・上毛町

100～500円9台184人〇
一部路線のみ

〇定時定路線豊前市

180～320円4台276人〇〇定時定路線芦屋町

170円8台364人〇〇定時定路線岡垣町

200円2台26人××定時定路線中間市

300円12人××非定時自由路線みやこ町

300円3人×〇非定時自由路線築上町

300円8人××非定時自由路線豊前市

300円17人〇〇非定時自由路線岡垣町

行橋市

水巻町

平日運転時間平日運行時間平日走行距離

6時間12分7：25～17：37153.0Km北部ルート

7時間11分7：26～18：07180.1Km中央ルート

7時間15分7：21～17：23169.8Km与原・小波瀬ルート

6時間33分7：08～17：31156.2Km白川ルート

（１）町民アンケート（コミュニティバスを利用するための条件） 回答：589名【R5.8月調査】

12.7%

9.7%

7.1%

6.6%

4.8%

3.6%

1.5%

1.4%

71.8%

2.4%

10.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

近所へのバス停設置などバス停までの移動が楽になったら

フリー乗車券のような割引サービスが導入されたら

運行本数が増便されたら

条件が改善されても利用しない

目的地へ接続するバスが整備されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げされたら

バス停及び車両のバリアフリー化が改善されたら

運転ができなくなってから

その他

無回答

利便性向上のための自由意見
・主要施設を中心にバス路線を設置
・増便や行き先の拡充
・学生の通学用のダイヤ
・所要時間の短縮
・バス利用のわかりやすさ
（路線・ダイヤ・バス停）

・割引サービスの導入

①利用者状況やニーズの変化

・利用客減少に伴う日祝の減便適正化

・高台への対応とし、向山団地にバス停新設
・高台への対応とし、楠木坂のバス停移設
・苅田工業高校生通学用（鉄道乗り継ぎ）のルート及びダ
イヤ新設

強化

②運転手労働環境の変化

・労務単価上昇の影響による運行
委託費用の見直し
・運転手不足への対応として日祝
の減便

適正化
・良好な労働環境（厚労省基準の遵守）を維持するため
のダイヤ改正

強化

③周辺環境の変化

・県道曽根行橋線開通によるルー
トとバス停の変更

適正化

・南原殿川線供用開始による店舗（カインズ／ラ・ムー）へ
の乗り入れ
・朝夕の通勤ラッシュによる渋滞遅延対応のためのダイ
ヤ改正
・鉄道との乗り継ぎしやすいダイヤ改正

強化
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北(左)４北(左)３北(左)２北(左)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

〇―日祝―日祝―日祝―運休日

16:3316:2513:2313:1310:5310:53松原公民館

16:3316:2513:2313:1310:5310:53松山城登山口

16:3416:2613:2413:1410:5410:54松山公民館

16:3416:2613:2413:1410:5410:54松原

16:3416:2613:2413:1410:5410:54松原団地入口

16:3616:2813:2613:1610:5610:56松原入口

16:3913:2910:59向山団地

16:4416:3013:3413:1811:0410:58神田町三丁目

16:4516:3113:3513:1911:0510:59北公民館

16:4616:3213:3613:2011:0611:00若久

16:4716:3313:3713:2111:0711:01若久二区

16:4816:3413:3813:2211:0811:02雨窪公民館

16:5216:3813:4213:2611:1211:06雨窪入口

北(右)５北(右)４北(右)３北(右)２北(右)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

土日祝土日祝〇―日祝―〇―土日祝土日祝運休日

16:5616:5014:4614:4811:2811:388:488:557:167:25雨窪入口

16:5716:5114:4714:4911:2911:398:498:567:177:26雨窪公民館

16:5816:5214:4814:5011:3011:408:508:577:187:27若久二区

16:5816:5214:4814:5011:3011:408:508:577:187:27若久

16:5916:5314:4914:5111:3111:418:518:587:197:28北公民館

17:0016:5414:5014:5211:3211:428:528:597:207:29神田町三丁目

17:0514:5511:378:577:25向山団地

17:0816:5614:5814:5411:4011:439:009:017:287:30松原入口

17:1016:5815:0014:5611:4211:459:029:037:307:32松原団地入口

17:1116:5915:0114:5711:4311:469:039:047:317:33松原

17:1116:5915:0114:5711:4311:469:039:047:317:33松山公民館

17:1217:0015:0214:5811:4411:479:049:057:327:34松山城登山口

17:1317:0115:0314:5911:4511:489:059:067:327:34松原公民館

運行ルート見直し（北部ルート）

１. 協議事項の概要

コミュニティバス北部ルート ※運行車両：トヨタ ハイエース対象系統

①路線の延長、廃止
②停留所の新設（向山団地）
③運行時刻の変更（便数変更なし）

協議内容

高台へのアクセスとして地元自治会より要望があったため変更理由

地元からの要望を受けて変更に向けて検討
地元アンケート結果によりバス停利用について一定の潜在需要があることを確認
運行事業者（太陽交通）、道路管理者（国・町）、行橋警察署との事前協議により問題がないことを確認

検討の種類

令和8年4月1日見直し予定日

2. 路線図

4. 現況写真

3. 路線変更区間

凡例

北部ルート

現在想定ルート

神田町3丁目●

●松原入口

●松原団地入口

北公民館●

●若久

・起点：神田町3丁目13-3 地先
・終点：若久町3丁目1-20 地先
・道路種別：国道（北九州国道事務所）
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：15ｍ

・起点：若久町3丁目1-20 地先
・終点：松原町4-1 地先
・道路種別：町道（苅田町建設課）
・距離：1.6ｋm
・道路幅員：6ｍ

〇新設バス停
名称：向山団地
場所：若久町3丁目6-15
位置：歩道部

5. 運行ダイヤ

右
回
り
（
松
原
回
り
）

左
回
り
（苅
田
中
学
・
馬
場
回
り
）

・バス停はカーブ
の中心から約14
ｍ離した箇所に
設置

・バス停は1基の
み設置
（対向側の乗降
は道を挟んだ向
いで乗降予定）

新設バス停

・バス停の規格

苅田町全域に設置済みと同様のバス停
バス停：高さ 1,600ｍｍ

材質 ステンレス
時刻表：サイズ 250ｍｍ×400ｍｍ

材質 ステンレス
土台：サイズ 350ｍｍ×250ｍｍ

材質 コンクリート

※白色背景が変更前、灰色背景が変更後

廃止想定ルート

変更位置

・起点：神田町3丁目13-3 地先
・終点：松原町4-1 地先
・道路種別：町道（苅田町建設課）
・距離：0.2ｋm
・道路幅員：15ｍ

資料②
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中(下)５中(下)４中(下)３中(下)２中(下)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

土日祝土日祝日祝―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

レ17:5515:5015:4512:3512:309:569:55小波瀬病院

与(左)４与(左)４与(左)３与(左)３与原・小波瀬ﾙｰﾄ乗り継ぎ

15:5015:4512:3512:30

白(上)５白(上)５白(上)４白(上)４白川ﾙｰﾄ乗り継ぎ

15:5015:4512:3512:30

17:4517:5615:5115:4612:3612:319:579:56みどりヶ丘

17:4617:5715:5215:4712:3712:329:589:57西桜ヶ丘

17:4717:5815:5315:4812:3812:339:599:58みどりヶ丘入口

17:4717:5815:5315:4812:3812:339:599:58みどりヶ丘団地

17:4918:0015:5515:5012:4012:3510:0110:00百合ヶ丘交差点

17:5018:0115:5615:5112:4112:3610:0210:01百合ヶ丘公園

17:5318:0215:5715:5212:4212:3710:0310:02楠木坂

17:5718:0516:0015:5512:4512:4010:0710:05今古賀入口

17:5818:0616:0115:5612:4612:4110:0810:06公園入口

中(上)５中(上)4中(上)3中(上)２中(上)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

日祝―〇―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

16:1516:0712:5712:5210:3510:358:278:277:167:26今古賀

16:1516:0712:5712:5210:3510:358:278:277:167:26公園入口

16:1616:0812:5812:5310:3610:368:288:287:177:27今古賀入口

16:1916:1113:0112:5610:3910:398:318:317:207:30楠木坂

16:2116:1113:0312:5610:4110:398:338:317:227:30百合ヶ丘公園

16:2216:1213:0412:5710:4210:408:348:327:237:31百合ヶ丘交差点

16:2416:1413:0612:5910:4410:428:368:347:257:33みどりヶ丘団地

16:2416:1413:0612:5910:4410:428:368:347:257:33みどりヶ丘入口

16:2516:1513:0713:0010:4510:438:388:357:277:34西桜ヶ丘

16:2616:1613:0813:0110:4610:448:398:367:287:35みどりヶ丘

運行ルート見直し（中央ルート）

１. 協議事項の概要

コミュニティバス中央ルート ※運行車両：日野 ポンチョ対象系統

①路線の延長
②停留所位置の変更
③運行時刻の変更（便数変更なし）

協議内容

高台へのアクセスとして地元自治会より要望があったため変更理由

地元からの要望を受けて変更に向けて検討
地元アンケート結果によりバス停利用について一定の潜在需要があることを確認
運行事業者（太陽交通）、道路管理者（町）、行橋警察署との事前協議により問題がないことを確認

検討の種類

令和8年4月1日見直し予定日

2. 路線図

4. 現況写真

・バス停の規格

3. 路線変更区間

凡例

中央ルート

現在想定ルート
今古賀入口●

●百合ヶ丘公園

●楠木坂

・起点：新津610-13 地先
・終点：新津610-13 地先
・道路種別：町道（苅田町建設課）
・距離：0.5ｋm
・道路幅員：6ｍ

〇移設バス停
名称：楠木坂
場所：新津327-5
位置：道路上

苅田町全域に設置済みと同様のバス停
バス停：高さ 1,600ｍｍ

材質 ステンレス
時刻表：サイズ 250ｍｍ×400ｍｍ

材質 ステンレス
土台：サイズ 350ｍｍ×250ｍｍ

材質 コンクリート

5. 運行ダイヤ

下
り
（
小
波
瀬
病
院
・今
古
賀
方
面
）

上
り
（
苅
田
駅
・
パ
ン
ジ
ー
方
面
）

●ひまわり保育園

・バス停は交差
点の中心から約
20ｍ離した箇所
に設置

・バス停は1基の
み設置

移設バス停

※白色背景が変更前、灰色背景が変更後

変更位置
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北(左)４北(左)３北(左)２北(左)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

〇―日祝―日祝―日祝―運休日

16:0015:5612:5012:4310:2010:238:078:07苅田駅西口

16:0115:5712:5112:4410:2110:248:088:08井ノ口池

16:0215:5812:5212:4510:2210:258:098:09馬場

レレレ8:12城南団地

レレレ8:12苅田工業高校

レレレ8:14セブンイレブン南原

レレレ8:14なかむらクリニック前

16:0315:5912:5312:4610:2310:26レレ苅田郵便局

16:0716:0312:5712:5010:2710:30レレサンリブ苅田

北(右)５北(右)４北(右)３北(右)２北(右)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

土日祝土日祝〇―日祝―〇―土日祝土日祝運休日

17:3417:2215:2515:2112:0812:119:279:28苅田郵便局

17:3717:2515:2815:2412:1112:149:319:32サンリブ苅田

17:3915:3012:139:33カインズ／ラ・ムー前

17:43レレレなかむらクリニック前

17:43レレレセブンイレブン南原

17:44レレレ城南団地

17:45レレレ苅田工業高校

17:4717:2815:3415:2712:1712:179:379:35馬場

17:4817:2915:3515:2812:1812:189:389:36井ノ口池

17:5217:3015:3615:2912:1912:199:399:37苅田駅西口

運行ルート見直し（北部ルート）

１. 協議事項の概要

コミュニティバス北部ルート ※運行車両：トヨタ ハイエース対象系統

①運行時刻の変更（便数変更なし）協議内容

苅田駅を利用する苅田工業高校生のコミバス利用促進のため変更理由

苅田工業高校と変更に向けて検討
学校アンケート結果によりバス停利用について一定の潜在需要があることを確認
運行事業者（太陽交通）、道路管理者（県・町）、行橋警察署との事前協議により問題がないことを確認

検討の種類

令和8年4月1日見直し予定日

2. 路線図

4. 現況写真

3. 路線変更区間

凡例

北部ルート

現在想定ルート

●苅田工業高校

●城南団地

・起点：南原1684-1 地先
・終点：集2414-1 地先
・道路種別：県道（京築県土事務所）
・距離：0.7ｋm
・道路幅員：9ｍ

5. 運行ダイヤ

・起点：集2414-1 地先
・終点：集2447-1 地先
・道路種別：町道（苅田町建設課）
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：7ｍ

バス停の規格

苅田町全域に設置済みと同様のバス停
バス停：高さ 1,600ｍｍ、材質 ステンレス
時刻表：サイズ 250ｍｍ×400ｍｍ、材質 ステンレス
土台：サイズ 350ｍｍ×250ｍｍ、材質 コンクリート

・バス停は既存
の苅田工業高校
バス停を利用

右
回
り
（
松
原
回
り
）

左
回
り
（苅
田
中
学
・
馬
場
回
り
）

●なかむらクリニック前

セブンイレブン南原●

変更位置

●馬場

※既存他系統（中央ルート・白川ルート）にて運行路線

※白色背景が変更前、灰色背景が変更後
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中(下)５中(下)４中(下)３中(下)２中(下)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

土日祝土日祝日祝―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

17:2217:2615:1415:1411:5911:599:299:297:517:54福岡銀行前

17:2317:2715:1515:1512:0012:009:309:307:527:55京町二丁目

17:2317:2715:1515:1512:0012:009:309:307:527:55京町病院前

17:2417:2815:1615:1612:0112:019:319:317:537:56中央公民館

17:2517:2815:1615:1612:0112:019:319:317:537:56苅田町役場

17:2617:2915:1715:1712:0212:02レレレレ苅田郵便局

17:2917:3215:2015:2012:0512:05レレレレサンリブ苅田

17:3115:2212:07レレレレカインズ／ラ・ムー前

17:3517:3615:2615:2412:1112:099:349:347:567:59なかむらクリニック前

17:3517:3615:2615:2412:1112:099:349:347:567:59セブンイレブン南原

17:3617:3715:2715:2512:1212:109:359:357:578:00城南団地

17:3717:3815:2815:2612:1312:119:369:367:588:01苅田工業高校

中(上)５中(上)4中(上)3中(上)２中(上)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

日祝―〇―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

16:3416:3513:2913:2011:0711:038:488:457:377:44城南団地

16:3516:3613:3013:2111:0811:048:498:467:397:45苅田工業高校

16:3716:3813:3213:2311:1011:068:518:487:417:47セブンイレブン南原

16:3716:3813:3213:2311:1011:068:518:487:417:47なかむらクリニック前

16:3916:4013:3413:2511:1211:08レレ苅田郵便局

16:4216:4313:3713:2811:1511:11レレサンリブ苅田

16:4413:3911:17レレカインズ／ラ・ムー前

16:4816:4613:4313:3111:2111:148:548:517:447:50苅田町役場

16:4816:4613:4313:3111:2111:148:548:517:447:50中央公民館

16:4916:4713:4413:3211:2211:158:558:527:457:51京町病院前

16:4916:4713:4413:3211:2211:158:568:527:467:51京町二丁目

16:5016:4813:4513:3311:2311:168:578:537:477:52福岡銀行前

運行ルート見直し（中央、北部、与原・小波瀬、白川ルート）

１. 協議事項の概要

2. 路線図

4. 現況写真

3. 路線変更区間

凡例

現行バス運行ルート

新設道路

●苅田郵便局

●サンリブ苅田
・起点：苅田町殿川町1-166 地先
・終点：南原2085-42 店舗敷地内
・道路種別：町道（苅田町都市計画課）
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：8.5ｍ～12ｍ

5. 運行ダイヤ

下
り
（
小
波
瀬
病
院
・
今
古
賀
方
面
）

上
り
（苅
田
駅
・
パ
ン
ジ
ー
方
面
）

コミュニティバス全4ルート ※運行車両：日野 ポンチョ、日産 シビリアン、トヨタ ハイエース対象系統

①路線の延長
②停留所の新設（カインズ／ラ・ムー前）
③運行時刻の変更（便数変更なし）

協議内容

南原殿川線開通による店舗への乗り入れのため変更理由

運行事業者（太陽交通）、道路管理者（町）、行橋警察署との事前協議により問題がないことを確認検討の種類

令和8年4月1日見直し予定日

現在想定ルート

〇新設バス停
名称：カインズ / ラ・ムー前
場所：南原2085-42
位置：店舗敷地内

・バス停の規格

苅田町全域に設置済みと同様のバス停
バス停：高さ 1,600ｍｍ

材質 ステンレス
時刻表：サイズ 250ｍｍ×400ｍｍ

材質 ステンレス
土台：サイズ 350ｍｍ×250ｍｍ

材質 コンクリート

・敷地内にバス
停を設置

新設バス停

※白色背景が変更前、灰色背景が変更後

変更位置

9



中(下)５中(下)４中(下)３中(下)２中(下)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

土日祝土日祝日祝―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

17:4717:5815:5315:4812:3812:339:599:58みどりヶ丘入口

17:4717:5815:5315:4812:3812:339:599:58みどりヶ丘団地

17:4918:0015:5515:5012:4012:3510:0110:00百合ヶ丘交差点

17:5018:0115:5615:5112:4112:3610:0210:01百合ヶ丘公園

17:5318:0215:5715:5212:4212:3710:0310:02楠木坂

中(上)５中(上)4中(上)3中(上)２中(上)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

日祝―〇―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

16:1916:1113:0112:5610:3910:398:318:317:207:30楠木坂

16:2116:1113:0312:5610:4110:398:338:317:227:30百合ヶ丘公園

16:2216:1213:0412:5710:4210:408:348:327:237:31百合ヶ丘交差点

16:2416:1413:0612:5910:4410:428:368:347:257:33みどりヶ丘団地

16:2416:1413:0612:5910:4410:428:368:347:257:33みどりヶ丘入口

運行ルート見直し（中央ルート）

１. 見直し事項の概要

コミュニティバス中央ルート ※運行車両：日野 ポンチョ対象系統

①路線の延長、廃止
②停留所位置の変更、名称変更（ひまわり保育園→百合ヶ丘交差点）
※ダイヤの変更は伴わない

見直し内容

県道曽根行橋線の改良工事による暫定供用開始のため（工事終了は令和8年4月を予定）
線路沿いの県道での長期間下水道工事実施のため

見直し理由

運行事業者（太陽交通）、道路管理者（県）、行橋警察署との事前協議により問題がないことを確認検討の種類

運輸局の手続き終了後見直し予定日

2. 路線図

3. 路線変更区間（中央ルート）

変更位置

凡例

中央ルート

現在想定ルート

今古賀入口●

●楠木坂

・起点：新津1409-2 地地先
・終点：新津852-14 地先
・道路種別：県道（京築県土事務所）
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：10ｍ

廃止想定ルート

公園入口●

●今古賀

●今古賀団地入口

・起点：新津1409-2 地先
・終点：新津852-14 地先
・道路種別：県道（京築県土事務所）

※R8.4月以降に町道に変更予定
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：6ｍ

4. バス停位置

〇移設バス停
名称：百合ヶ丘交差点
場所：新津511-3、511-5
位置：歩道上

・バス停の規格

苅田町全域に設置済みと同様のバス停
バス停：高さ 1,600ｍｍ

材質 ステンレス
時刻表：サイズ 250ｍｍ×400ｍｍ

材質 ステンレス
土台：サイズ 350ｍｍ×250ｍｍ

材質 コンクリート

移設バス停

既存バス停

・バス停は交差
点の中心から約
40ｍ離した箇所
に設置

約60ｍ

下水道大規模工事箇所
8月中旬～1月中旬

5. 運行ダイヤ

●

ひまわり保育園●百合ヶ丘公園

上
り
（苅
田
駅

・パ
ン
ジ
ー
方
面
）

下
り
（小
波
瀬
病
院

・今
古
賀
方
面
）

※自転車専用レーンの路面標示 自転車とバスの交錯の防止を図るため路面標示により注意喚起

※県道既存の自転車専用
レーンの路面標示

※白色背景が変更前、灰色背景が変更後
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白(上)５白(上)４白(上)３白(上)２白(上)１路線番号

変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更後変更前変更前後

〇―日祝―〇―日祝―土日祝土日祝運休日

15:4215:3712:2712:229:369:358:358:327:247:31猪熊公民館

15:4315:3812:2812:239:379:368:368:337:257:32今古賀団地入口

15:4412:299:388:377:26百合ヶ丘交差点

15:4515:4012:3012:259:399:388:388:357:277:34西桜ヶ丘

15:4615:4112:3112:269:409:398:398:367:287:35みどりヶ丘

15:5015:4512:3512:309:449:438:418:407:317:39小波瀬病院

運行ルート見直し（白川ルート）

１. 協議事項の概要

コミュニティバス白川ルート ※運行車両：日産 シビリアン対象系統

①路線の延長、廃止
②停留所位置の変更（百合ヶ丘交差点）

協議内容

県道曽根行橋線の改良工事による暫定供用開始のため（工事終了は令和８年4月を予定）
線路沿いの県道での長期間下水道工事実施のため

変更理由

運行事業者（太陽交通）、道路管理者（県）、行橋警察署との事前協議により問題がないことを確認検討の種類

令和8年4月1日見直し予定日

2. 路線図

3. 路線変更区間（白川ルート）

凡例

白川ルート

現在想定ルート

廃止想定ルート

●今古賀団地入口

・起点：新津1409-2 地地先
・終点：新津852-14 地先
・道路種別：県道（京築県土事務所）
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：10ｍ

・起点：新津1409-2 地先
・終点：新津852-14 地先
・道路種別：県道（京築県土事務所）

※R8.4月以降に町道に変更予定
・距離：0.3ｋm
・道路幅員：6ｍ

〇移設バス停
名称：百合ヶ丘交差点
場所：新津511-3、511-5
位置：歩道上

4. バス停位置

・バス停の規格

苅田町全域に設置済みと同様のバス停
バス停：高さ 1,600ｍｍ

材質 ステンレス
時刻表：サイズ 250ｍｍ×400ｍｍ

材質 ステンレス
土台：サイズ 350ｍｍ×250ｍｍ

材質 コンクリート

移設バス停

既存バス停

・バス停は交差
点の中心から約
40ｍ離した箇所
に設置

約60ｍ

5. 運行ダイヤ

上
り
（苅
田
駅

・パ
ン
ジ
ー
方
面
）

白(下)３白(下)３白(下)２白(下)２白(下)１白(下)１路線番号

〇―日祝―日祝―運休日

17:1117:0214:4114:3211:1911:15小波瀬病院

17:1217:0314:4214:3311:2011:16西桜ヶ丘

17:1314:4311:21百合ヶ丘交差点

17:1417:0514:4414:3511:2211:18今古賀団地入口

17:1517:0614:4514:3611:2311:19猪熊公民館

17:1517:0614:4514:3611:2311:19猪熊入口

下
り

（西
部
公
民
館
方
面
）

※自転車専用レーンの路面標示 自転車とバスの交錯の防止を図るため路面標示により注意喚起

※県道既存の自転車専用
レーンの路面標示

※白色背景が変更前、灰色背景が変更後

変更位置
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買い物用の往復便

日祝におけるバスの減便

1．運転手の労働環境

（１）運転手の状況
・バス運送事業者の状況
①慢性的な運転手不足
②運転手の高齢化

・運転手の労働時間等の基準改正
（２）労働時間と労務単価

・運送業の労働時間・年間給与（R4→R5） 【厚生労働省 賃金構造基本統計調査】

年間給与額（万円）月労働時間（時間）業種

399→453（約14％増）193→197バス運転手

361→419（約16％増）186→189タクシー運転手

477→485（約2％増）214→212営業用大型貨物自動車運転手

438→438（約0％増）210→209営業用貨物自動車運転手（大型車を除く）

497→507（約2％増）177→178全産業平均

２．日祝の利用状況
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（1）曜日別の利用平均実績（1日あたりの乗降客数）
・4ルートとも日祝の利用者がもっとも少ない

（2）日祝利用者の乗降場所 【例：中央ルート（下り）年間乗降客数】
・目的地の8割が買い物

３．日祝における適正化の検討内容
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合計 / 乗

合計 / 降

③現行ダイヤ②日祝減便（バス2台運行）①日祝運休

・現行通りの運行

・現行ダイヤを利用し減便
・バス4台→バス2台で運行
・利用者の多い便と目的地、運
行効率を考慮したダイヤ設定

・日祝の完全運休内容

・なし・約40人／日想定・約80人／日想定影響人数

・令和7年度比 25%増額・令和7年度比 約17%増額・令和7年度比 約9%増額
令和8年度年間委託費用
※R3年度に運行事業者と５年間の協定を
締結。R8年度から新たに契約を締結予定

・運転手の休日が増えるため運
転手確保が一部可能

・運転手の休日が増えるため運
転手確保が可能

運転手への影響

・利用者の混乱はない
・完全運休ではないので移動手
段は確保される
・買い物へ行くことは可能

・ダイヤ変更が理解しやすい
・費用負担が抑えられる

メリット

・運転手不足への対応にならな
い
・費用負担が増加する

・車両が2台のため時間帯に
よっては運行していないルート
がある
・ダイヤ変更の周知が必要

・②、③に比べ影響人数が多い
・日祝の移動手段がなくなる
・ダイヤ変更の周知が必要

デメリット

４．日祝減便の内容

（１）車両
・北部ルートと与原・小波瀬ルートを運行しているハイエース2台を利用し運行
（２）ダイヤ
・利用者の多い便、「買い物」が可能な運行、運行効率を考慮したダイヤ設定
【午前】
・現在の利用状況を加味した利用者の多い便
・中央ルートと与原・小波瀬ルートの買い物用のダイヤ

【午後】
・北部ルート・白川ルートの買い物用のダイヤ

・日祝の時間ごとの年間乗降客数と減便内容

午前 午後

白川

与原・小波瀬

中央

北部

（人）

（人）

（人）

日祝は〇の便を運行

①運転手、②労務単価上昇、③利用者、④周辺自治体 の状況を総合的に勘案し 日祝におけるサービスの適正化

利用者の多い便

資料③
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※時刻表：白色背景が変更前、灰色背景が変更後

路線番号

運休日 土日祝 土日祝 ― 日祝 ― 日祝 ― 〇 ― 〇 ― 日祝 ― 日祝 ― 日祝
二崎公民館東 7:35 7:28 8:26 8:28 9:39 9:40 11:01 11:04 12:26 12:31 14:18 14:26 15:41 15:46 16:48 16:56
二崎公民館北 7:36 7:29 8:27 8:29 9:40 9:41 11:02 11:05 12:27 12:32 14:19 14:27 15:42 15:47 16:49 16:57
二崎中央 7:37 7:30 8:28 8:30 9:41 9:42 11:03 11:06 12:28 12:33 14:20 14:28 15:43 15:48 16:50 16:58
樋の元橋 7:38 7:31 8:29 8:31 9:42 9:43 11:04 11:07 12:29 12:34 14:21 14:29 15:44 15:49 16:51 16:59
ルミエール苅田 7:43 7:36 8:34 8:36 9:47 9:48 11:09 11:12 12:34 12:39 14:26 14:34 15:49 15:54 16:56 17:04
　　与原・小波瀬ﾙｰﾄ接続 与(左)１ 与(左)１ 与(右)１ 与(右)１ 与(左)２ 与(左)２ 与(右)２ 与(右)２ 与(左)３ 与(左)３ 与(右)３ 与(右)３ 与(左)４ 与(左)４ 与(右)４ 与(右)４

　　中央ﾙｰﾄ接続 中(下)２ 中(下)２

路線番号

運休日 土日祝 土日祝 ― 日祝 ― 日祝 ― 〇 ― 〇 ― 〇 ― 日祝 ― 日祝 ― 日祝
　　与原・小波瀬ﾙｰﾄ接続 与(左)１ 与(左)１ 与(右)１ 与(右)１ 与(左)２ 与(左)２ 与(右)２ 与(右)２ 与(左)３ 与(左)３ 与(右)３ 与(右)３ 与(左)４ 与(左)４ 与(右)４ 与(右)４

　　中央ﾙｰﾄ接続 中(上)３ 中(上)３

ルミエール苅田 7:43 7:36 8:34 8:36 9:47 9:48 10:50 10:54 11:09 11:12 12:34 12:39 14:26 14:34 15:49 15:54 16:56 17:04
樋の元橋 7:48 7:41 8:39 8:41 9:52 9:53 10:55 10:59 11:14 11:17 12:39 12:44 14:31 14:39 15:54 15:59 17:01 17:09
二崎中央 7:49 7:42 8:40 8:42 9:53 9:54 10:56 11:00 11:15 11:18 12:40 12:45 14:32 14:40 15:55 16:00 17:02 17:10
二崎公民館北 7:50 7:43 8:41 8:43 9:54 9:55 10:57 11:01 11:16 11:19 12:41 12:46 14:33 14:41 15:56 16:01 17:03 17:11
二崎公民館東 7:51 7:44 8:42 8:44 9:55 9:56 10:58 11:02 11:17 11:20 12:42 12:47 14:34 14:42 15:57 16:02 17:04 17:12

路線番号

運休日 土日祝 土日祝 ― 日祝 ― 日祝 ― 〇 ― 〇 ― 日祝 ― 日祝 ― 日祝
長峡川大橋 7:30 7:23 8:21 8:23 9:34 9:35 10:56 10:59 12:21 12:26 14:13 14:21 15:36 15:41 16:43 16:51
白石橋 7:31 7:24 8:22 8:24 9:35 9:36 10:57 11:00 12:22 12:27 14:14 14:22 15:37 15:42 16:44 16:52
ル・フォン前 7:32 7:25 8:23 8:25 9:36 9:37 10:58 11:01 12:23 12:28 14:15 14:23 15:38 15:43 16:45 16:53
デイサービス前 7:33 7:26 8:24 8:26 9:37 9:38 10:59 11:02 12:24 12:29 14:16 14:24 15:39 15:44 16:46 16:54
新開池入口 7:34 7:27 8:25 8:27 9:38 9:39 11:00 11:03 12:25 12:30 14:17 14:25 15:40 15:45 16:47 16:55
美波台 7:38 7:31 8:29 8:31 9:42 9:43 11:04 11:07 12:29 12:34 14:21 14:29 15:44 15:49 16:51 16:59
美波台入口 7:39 7:32 8:30 8:32 9:43 9:44 11:05 11:08 12:30 12:35 14:22 14:30 15:45 15:50 16:52 17:00
丸勝自動車前 7:40 7:33 8:31 8:33 9:44 9:45 11:06 11:09 12:31 12:36 14:23 14:31 15:46 15:51 16:53 17:01
ルミエール苅田 7:43 7:36 8:34 8:36 9:47 9:48 11:09 11:12 12:34 12:39 14:26 14:34 15:49 15:54 16:56 17:04
　　与原・小波瀬ﾙｰﾄ接続 与(左)１ 与(左)１ 与(右)１ 与(右)１ 与(左)２ 与(左)２ 与(右)２ 与(右)２ 与(左)３ 与(左)３ 与(右)３ 与(右)３ 与(左)４ 与(左)４ 与(右)４ 与(右)４

　　中央ﾙｰﾄ接続 中(下)２ 中(下)２

路線番号

運休日 土日祝 土日祝 ― 日祝 ― 日祝 ― 〇 ― 〇 ― 〇 ― 日祝 ― 日祝 ― 日祝
　　与原・小波瀬ﾙｰﾄ接続 与(左)１ 与(左)１ 与(右)１ 与(右)１ 与(左)２ 与(左)２ 与(右)２ 与(右)２ 与(左)３ 与(左)３ 与(右)３ 与(右)３ 与(左)４ 与(左)４ 与(右)４ 与(右)４

　　中央ﾙｰﾄ接続 中(上)３ 中(上)３

ルミエール苅田 7:43 7:36 8:34 8:36 9:47 9:48 10:50 10:54 11:09 11:12 12:34 12:39 14:26 14:34 15:49 15:54 16:56 17:04
丸勝自動車前 7:46 7:39 8:37 8:39 9:50 9:51 10:53 10:57 11:12 11:15 12:37 12:42 14:29 14:37 15:52 15:57 16:59 17:07
美波台入口 7:47 7:40 8:38 8:40 9:51 9:52 10:54 10:58 11:13 11:16 12:38 12:43 14:30 14:38 15:53 15:58 17:00 17:08
美波台 7:48 7:41 8:39 8:41 9:52 9:53 10:55 10:59 11:14 11:17 12:39 12:44 14:31 14:39 15:54 15:59 17:01 17:09
新開池入口 7:52 7:45 8:43 8:45 9:56 9:57 10:59 11:03 11:18 11:21 12:43 12:48 14:35 14:43 15:58 16:03 17:05 17:13
デイサービス前 7:53 7:46 8:44 8:46 9:57 9:58 11:00 11:04 11:19 11:22 12:44 12:49 14:36 14:44 15:59 16:04 17:06 17:14
ル・フォン前 7:54 7:47 8:45 8:47 9:58 9:59 11:01 11:05 11:20 11:23 12:45 12:50 14:37 14:45 16:00 16:05 17:07 17:15
白石橋 7:55 7:48 8:46 8:48 9:59 10:00 11:02 11:06 11:21 11:24 12:46 12:51 14:38 14:46 16:01 16:06 17:08 17:16
長峡川大橋 7:56 7:49 8:47 8:49 10:00 10:01 11:03 11:07 11:22 11:25 12:47 12:52 14:39 14:47 16:02 16:07 17:09 17:17

等覚寺方面→山口入口
路線番号

運休日 土日祝 土日祝 ― 日祝 ― 〇 ― 日祝 ― 〇
本谷 6:51 6:44 7:52 7:55 8:55 8:56 11:42 11:47 14:57 15:02
北谷 6:54 6:47 7:55 7:58 8:58 8:59 11:45 11:50 15:00 15:05
山口入口 7:04 6:57 8:05 8:08 9:08 9:09 11:55 12:00 15:10 15:15
　　白川ﾙｰﾄ接続 白(上)１ 白(上)１ 白(上)２ 白(上)２ 白(上)３ 白(上)３ 白(上)４ 白(上)４ 白(上)５ 白(上)５

山口入口→等覚寺方面
路線番号

運休日 ― 日祝 ― 日祝 ― 〇
　　白川ﾙｰﾄ接続 白(下)１ 白(下)１ 白(下)２ 白(下)２ 白(下)３ 白(下)３

山口入口 11:44 11:48 15:01 15:10 17:31 17:40
北谷 11:54 11:58 15:11 15:20 17:41 17:50
本谷 11:57 12:01 15:14 15:23 17:44 17:53

谷方面→西部公民館
路線番号

運休日 土日祝 土日祝 ― 日祝 ― 〇 ― 日祝 ― 〇
神後橋 7:06 6:59 8:07 8:10 9:10 9:11 11:57 12:02 15:12 15:17
谷 7:06 6:59 8:07 8:10 9:10 9:11 11:57 12:02 15:12 15:17
法正寺 7:07 7:00 8:08 8:11 9:11 9:12 11:58 12:03 15:13 15:18
白寿会前 7:08 7:01 8:09 8:12 9:12 9:13 11:59 12:04 15:14 15:19
白川保育園 7:09 7:02 8:10 8:13 9:13 9:14 12:00 12:05 15:15 15:20
黒添 7:10 7:03 8:11 8:14 9:14 9:15 12:01 12:06 15:16 15:21
文化ホール 7:10 7:03 8:11 8:14 9:14 9:15 12:01 12:06 15:16 15:21
鋤崎公民館 7:11 7:04 8:12 8:15 9:15 9:16 12:02 12:07 15:17 15:22
鋤崎 7:12 7:05 8:13 8:16 9:16 9:17 12:03 12:08 15:18 15:23
西部公民館 7:15 7:08 8:16 8:19 9:19 9:20 12:06 12:11 15:21 15:26
　　白川ﾙｰﾄ接続 白(上)１ 白(上)１ 白(上)２ 白(上)２ 白(上)３ 白(上)３ 白(上)４ 白(上)４ 白(上)５ 白(上)５

西部公民館→谷方面
路線番号

運休日 ― 日祝 ― 日祝 ― 〇
　　白川ﾙｰﾄ接続 白(下)１ 白(下)１ 白(下)２ 白(下)２ 白(下)３ 白(下)３

西部公民館 11:34 11:38 14:51 15:00 17:21 17:30
鋤崎 11:37 11:41 14:54 15:03 17:24 17:33
鋤崎公民館 11:38 11:42 14:55 15:04 17:25 17:34
文化ホール 11:39 11:43 14:56 15:05 17:26 17:35
黒添 11:39 11:43 14:56 15:05 17:26 17:35
白川保育園 11:40 11:44 14:57 15:06 17:27 17:36
白寿会前 11:41 11:45 14:58 15:07 17:28 17:37
法正寺 11:42 11:46 14:59 15:08 17:29 17:38
谷 11:43 11:47 15:00 15:09 17:30 17:39
神後橋 11:43 11:47 15:00 15:09 17:30 17:39

谷西４ 谷西５

西谷１ 西谷２ 西谷３

山等１ 山等２ 山等３

谷西１ 谷西２ 谷西３

ル白６ ル白７ ル白８ ル白９

等山１ 等山２ 等山３ 等山４ 等山５

ル白１ ル白２ ル白３ ル白４ ル白５

ル崎７ ル崎８ ル崎９

白ル１ 白ル２ 白ル３ 白ル４ 白ル５ 白ル６ 白ル７ 白ル８

ル崎２ ル崎３ ル崎４ ル崎５ ル崎６

【白川接続線】

白石・美波台方面→ルミエール苅田

【二崎接続線】　　　　
二崎方面→ルミエール苅田

【白石・美波台接続線】　　

ルミエール苅田→二崎方面

ルミエール苅田→白石・美波台方面

崎ル１ 崎ル２ 崎ル３ 崎ル４ 崎ル５ 崎ル６ 崎ル７ 崎ル８

ル崎１

・3つの変化への対応

①利用者状況やニーズの変化

②2024年問題に端を発した運転手労働環境の変化

③道路交通網の整備、他の公共交通状況による周辺環境の変化
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   資料④ 

令和 8 年度運行分地域内フィーダー系統確保維持費 
国庫補助金の変更申請 

 

１．概要 

 国の補助金である「地域公共交通確保維持改善事業」に係る補助メニューの一つである

「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」について、苅田町コミュニティバスのルー

ト及びダイヤ変更に伴い、国庫補助金交付要綱並びに事業実施要領（要綱第 9 条第 1 項、

要領の２）に基づき変更申請いたします。 

 

２．申請内容 

〇対象路線 

 苅田町コミュニティバス定期路線 4 路線 

 （中央ルート、白川ルート、北部ルート、与原・小波瀬ルート） 

 

○補助要件 

①地域公共交通計画に法定の記載があること 

②幹線バス系統と接続するもの 

（苅田町幹線バス系統:西鉄バス北九州 行橋～下曽根線） 

 

〇計画年度 

令和 8 年度（令和 7 年 10 月 1 日～令和 8 年 9 月 30 日） 

 ※計画年度とは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 30 条に規定され

る基準期間（補助金の交付を受けようとする補助対象期間（１０月１日～翌９月末日）とな

ります。 

 

〇変更事由 

苅田町コミュニティバスのルート・ダイヤ変更に伴う変更申請 
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別 紙 
 

 

令和７年１１月 日 

 

          （名称）苅田町地域公共交通会議          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 苅田町は、政令指定都市である北九州市と京築地域の中心都市である行橋市に挟まれる

形で位置しており、路線バス（西鉄バス北九州、太陽交通）や鉄道（JR日豊本線）が両市

と本町を結んでいる。また、町域を広範にカバーする形でコミュニティバス（苅田町（運

行事業者に委託））の定期運行路線４路線及び接続線３路線や乗合タクシーといった公共交

通が存在している。 

 同町は、通勤・通学などによる流出人口・流入人口が共に多いことが特徴であり、地域

間を結ぶ幹線交通は、町外に通勤・通学する町民等にとって、また、同町に通勤・通学す

る町外の方にとって重要な移動手段となっている。さらに日常的な買い物や通院について、

町外で行う町民も一定数いることから、そのようなニーズもあると考えられる。 

一方で、幹線交通である西鉄バス北九州の行橋～下曽根線及び鉄道は、いずれも町の東

側において互いに並行するような形で運行しており、町内を広範囲にカバーできていると

は言い難いため、それらの幹線と地域を結び、地域内を移動する際の公共交通として町域

の大部分をカバーするコミュニティバスを運行している。 

住民等の利便性を図るため、コミュニティバス定期路線４路線を地域公共交通確保維持

事業により維持し、住民等の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

  
現況（R4 年度）

の利用者数 

R8 事業年度 

目標人数 
比較 

参考： 

R10 目標人数 

北部ルート 9,018 11,436 (2,418 人増) 12,646 

白川ルート 12,385 17,071 (4,686 人増) 19,414 

中央ルート 17,375 22,135 (4,760 人増) 24,516 

与原・小波瀬

ルート 
16,304 19,471 (3,167 人増) 21,055 

各接続線 509 795 (286 人増) 938 

合計 55,591 70,908 (15,317 人増) 78,569 

 

 

（２）事業の効果 

コミュニティバス定期路線４路線を維持することにより、通勤・通学者等に必要不可欠

な移動手段が確保される。また、地域間幹線系統やコミュニティバス路線で構成される地

域公共交通ネットワークを維持し、強化していくことで、利用者の公共交通に対する満足

度が向上する。 
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別 紙 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 苅田町ＨＰやＳＮＳを活用した公共交通確保に係る情報発信の強化（苅田町） 

コミュニティバスのルート・ダイヤの見直しに向けた検討（苅田町） 

 （苅田町地域公共交通計画Ｐ７５、Ｐ７６、Ｐ７９、Ｐ８０参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るコミュニティバス定期路線 4 路線

について、その運行に係る費用総額３８,８４７,０００円（予定）のうち、運行収入を運

行経費から差し引いた差額分を苅田町が負担する。また、国庫補助金については、苅田町

地域公共交通会議で受け入れの後、苅田町に繰り出す。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

収支については、数値指標による評価 

苅田町が年一度実施するまちづくり町民アンケートでの指標による評価 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当無し 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当無し 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当無し 
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別 紙 
 
10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 表５を参照 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 
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別 紙 
18．協議会の開催状況と主な議論 

令和５年８月２１日 （第１回） 法定協議会の設置 

 令和５年１１月１日 （第２回） 地域公共交通計画策定に係る協議 

 令和５年１２月２１日（第３回） 地域公共交通計画策定に係る協議 

 令和６年１月１２日 （第４回） 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価の内容に 

                 ついて書面協議⇒承認 

 令和６年２月２７日 （第５回） 地域公共交通計画策定に係る最終案について協議 

                 ⇒以降の修正について会長一任の承認 

                 （これにより令和６年３月１５日に決裁の上策定） 

 令和６年６月２０日 （第６回） 地域公共交通確保維持改善事業に係る認定申請書、

地域公共交通計画別紙及び添付資料について書面協

議⇒承認 

 令和６年９月２０日 （第７回） 苅田町地域公共交通計画別冊について⇒承認 

令和７年６月４日  （第８回） 地域公共交通計画別紙（令和８年度地域公共交通確

保維持事業）について協議⇒承認 

令和７年１１月１４日（第９回） 地域公共交通計画別紙（令和８年度地域公共交通確

保維持事業）変更について協議 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 苅田町地域公共交通計画の策定にあたり、無作為抽出した町民に対し郵送でのアンケー

ト調査を実施し、７２８票の回答を得た。結果として、バスの本数・ルートの改善につい

て多くのご意見を頂いたことから、「コミュニティバスの見直し」という施策を実施する項

目の一つとして盛り込んだ。 

 また、計画策定にあたってはパブリックコメントも実施した。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）福岡県京都郡苅田町富久町 1-19-1  

（所 属）苅田町 交通商工課        

（氏 名）村上 卓也            

（電 話）093-434-1954           

（e-mail）koutu-syoukou@town.kanda.lg.jp  
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 14.km

復 .km

往 16.8km

復 .km

往 21.8km

復 .km

往 6.7km

復 .km

往 19.5km

復 .km

往 21.7km

復 .km

往 22.km

復 .km

往 9.km

復 .km

循環 19.2km

.km

往 12.km

復 .km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運
送
継
続
特
例
措
置

北部ルート（右回り）①
(R7.10.1～R8.3.31）

176日 88.0回

中央ルート（上り）②
(R7.10.1～R8.3.31）

中央ルート（上り）③
(R7.10.1～R8.3.31）

太陽交通㈱

太陽交通㈱

太陽交通㈱

太陽交通㈱

③

苅田駅 山口入口
白川ルート（下り）
(R7.10.1～R8.3.31）

176日 264.0回

③

路線定期

運送予定者名市区町村名
運行系統名
（申請番号）

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③小波瀬病
院

118日 59.0回

計画運
行日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

苅田駅 ③59.0回118日

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

苅田駅 パンジープラザ
白川ルート（上り）
(R7.10.1～R8.3.31）

苅田駅 今古賀
中央ルート（下り）②
(R7.10.1～R8.3.31）

①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

176日 528.0回

路線定期

路線定期118日 59.0回

176日 323.0回

176日 88.0回

176日 264.0回

補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③264.0回176日

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

パンジープラザ

苅田駅
苅田町役
場

パンジープラザ

今古賀 苅田駅

今古賀 苅田駅

苅田駅 パンジープラザ

小波瀬病院

太陽交通㈱

太陽交通㈱

太陽交通㈱

太陽交通㈱

太陽交通㈱

太陽交通㈱

中央ルート（上り）①
(R7.10.1～R8.3.31）

中央ルート（下り）①
(R7.10.1～R8.3.31）

①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

北部ルート（左回り）①
(R7.10.1～R8.3.31）

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

運行系統

系統
キロ程

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

山口入口

パンジープラザ

雨窪入口

雨窪入口 苅田駅 雨窪入口

今古賀 苅田駅

苅田町

雨窪入口

(9)

(10)

パンジープラザ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

北部ルート（左回り）②
(R7.10.1～R8.3.31）

(1)

(2)

①
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

循環 18.6km

.km

循環 19.5km

.km

循環 21.9km

.km

循環 21.8km

.km

往 14.km

復 .km

往 16.8km

復 .km

往 22.4km

復 .km

往 6.7km

復 .km

往 20.km

復 .km

往 22.2km

復 .km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運
送
継
続
特
例
措
置

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③太陽交通㈱ (20)
白川ルート（上り）
(R8.4.1～R8.9.30）

山口入口 苅田駅 パンジープラザ 183日 257.0回

路線定期 ①

太陽交通㈱ (19)
中央ルート（下り）②
(R8.4.1～R8.9.30）

パンジープラザ 苅田駅 今古賀 183日 300.5回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③(18)
中央ルート（下り）①
(R8.4.1～R8.9.30）

苅田駅
苅田町役
場

小波瀬病院 122日 61.0回

704.0回

太陽交通㈱

補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③太陽交通㈱ (16)
中央ルート（上り）②
(R8.4.1～R8.9.30）

今古賀 苅田駅 パンジープラザ 148日 74.0回

太陽交通㈱ (17)
中央ルート（上り）③
(R8.4.1～R8.9.30）

今古賀 苅田駅 パンジープラザ 183日 257.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

太陽交通㈱ (15)
中央ルート（上り）①
(R8.4.1～R8.9.30）

今古賀
小波瀬病
院

苅田駅 122日 61.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③パンジープラザ 176日

太陽交通㈱ (13)
与原・小波瀬ルート（左
回り）②(R7.10.1～
R8.3.31）

パンジープラザ 苅田駅 パンジープラザ 176日 528.0回

太陽交通㈱ (12)
与原・小波瀬ルート（左
回り）①(R7.10.1～
R8.3.31）

苅田駅
小波瀬病
院

苅田駅 118日 118.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

苅田町

太陽交通㈱ (11)
北部ルート（右回り）②
(R7.10.1～R8.3.31）

雨窪入口 苅田駅 雨窪入口 176日 646.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

太陽交通㈱ (14)
与原・小波瀬ルート（右
回り）(R7.10.1～
R8.3.31）

パンジープラザ 苅田駅

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画運
行日数
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

往 22.5km

復 .km

往 12.8km

復 .km

循環 21.6km

.km

往 13.8km

復 .km

循環 21.km

.km

循環 19.5km

.km

循環 22.5km

.km

循環 22.4km

.km

運
送
継
続
特
例
措
置

太陽交通㈱ (28)
与原・小波瀬ルート（右
回り）(R8.4.1～R8.9.30）

パンジープラザ 苅田駅 パンジープラザ 183日 627.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③太陽交通㈱ (27)
与原・小波瀬ルート（左
回り）②(R8.4.1～
R8.9.30）

パンジープラザ 苅田駅 パンジープラザ 183日 479.0回

太陽交通㈱ (26)
与原・小波瀬ルート（左
回り）①(R8.4.1～
R8.9.30）

苅田駅
小波瀬病
院

苅田駅 122日 122.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

636.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

太陽交通㈱ (24)
北部ルート（右回り）①
(R8.4.1～R8.9.30）

雨窪入口 苅田駅 122日 61.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

479.0回
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③路線定期

太陽交通㈱ (22)
北部ルート（左回り）①
(R8.4.1～R8.9.30）

雨窪入口 苅田駅 148日 74.0回 路線定期 ①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③

①
補助対象地域間幹線系統である西鉄
バス北九州㈱の曽根～行橋線苅田駅
バス停と苅田駅バス停にて接続

③路線定期

苅田町

太陽交通㈱ (21)
白川ルート（下り）
(R8.4.1～R8.9.30）

パンジープラザ 苅田駅 山口入口 183日 239.5回

太陽交通㈱ (23)
北部ルート（左回り）②
(R8.4.1～R8.9.30）

雨窪入口 苅田駅 雨窪入口 183日

太陽交通㈱ (25)
北部ルート（右回り）②
(R8.4.1～R8.9.30）

雨窪入口 苅田駅 雨窪入口

①

183日

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画運
行日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）
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   資料⑤ 

令和 7 年度運行分地域内フィーダー系統確保維持費 
国庫補助金の自己評価 

 

１．概要 

 国の補助金である「地域公共交通確保維持改善事業」に係る補助メニューの一つである

「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」について、国庫補助金交付要綱並びに事

業実施要領（要綱第３条第５項、要領の８）に基づき自己評価いたしました。 

 

２．申請内容 

〇対象路線 

 苅田町コミュニティバス定期路線 4 路線 

 （中央ルート、白川ルート、北部ルート、与原・小波瀬ルート） 

〇計画年度 

令和 7 年度（令和 6 年 10 月 1 日～令和 7 年 9 月 30 日） 

 

 

参考：評価項目と評価基準 

（１）事業実施の適切性 

・苅田町地域公共交通計画に基づく事業が適切に実施されたかを A、B、C の３段階で

評価 

【評価基準】 

 A：事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された 

 B：事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった 

 C：事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった 

 

（２）目標・効果達成状況 

・苅田町地域公共交通計画に位置づけられた定量的な目標・効果が達成された（達成見

込み）かを、設定した目標ごとに A、B、C の３段階で評価 

【評価基準】 ※達成率の基準は事務局にて設定 

 A 計画に位置づけられた目標を達成した（する見込み） 

    ＜達成率 100％以上＞ 

 B 計画に位置づけられた目標を達成できていない点があった（一部できない見込み） 

    ＜達成率 80％以上 99％以下＞ 

 C 計画に位置づけられた目標を達成できなかった（できない見込み） 

    ＜達成率 79％以下＞ 
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別添１

令和　　年　　月　　日

協議会名：苅田町地域公共交通会議

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対
象事業者

等
②事業概要

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

苅田町
苅田町コミュニティバス
北部ルートの運行

新規事業のため前回事業評価
なし

A
苅田町地域公共交通計画
に位置付けられたとおり、
適切に実施された

C

・達成率：78.9％
　目標：10,832人/年
　実績：8,550人/年

・目標値を新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に設
定しているが、同感染症による生活環境の変化、従前の
利用客の高齢化、新規客の減少が原因と考えられる
・地域特性として、北九州市と隣接している地域のため
買い物・通院の苅田町外率が他地域よりも高いことも要
因と考えられる

・利用状況やニーズの変化を分析し、
ルートやダイヤ改正などの見直しを検討
する

・利用促進のためイベント等にて引き続き
啓発活動を実施する

苅田町
苅田町コミュニティバス
中央ルートの運行

新規事業のため前回事業評価
なし

A
苅田町地域公共交通計画
に位置付けられたとおり、
適切に実施された

B

・達成率：88.1％
　目標：20,946人/年
　実績：18,474人/年

・目標値を新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に設
定しているが、同感染症による生活環境の変化、従前の
利用客の高齢化、新規客の減少が原因と考えられる

・利用状況やニーズの変化を分析し、
ルートやダイヤ改正などの見直しを検討
する

・利用促進のためイベント等にて引き続き
啓発活動を実施する

苅田町
苅田町コミュニティバス
与原・小波瀬ルートの
運行

新規事業のため前回事業評価
なし

A
苅田町地域公共交通計画
に位置付けられたとおり、
適切に実施された

B

・達成率：88.6％
　目標：18,680人/年
　実績：16,561人/年

・目標値を新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に設
定しているが、同感染症による生活環境の変化、従前の
利用客の高齢化、新規客の減少が原因と考えられる

・利用状況やニーズの変化を分析し、
ルートやダイヤ改正などの見直しを検討
する

・利用促進のためイベント等にて引き続き
啓発活動を実施する

苅田町
苅田町コミュニティバス
白川ルートの運行

新規事業のため前回事業評価
なし

A
苅田町地域公共交通計画
に位置付けられたとおり、
適切に実施された

C

・達成率：70.3％
　目標：15,900人/年
　実績：11,181人/年

・目標値を新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に設
定しているが、同感染症による生活環境の変化、従前の
利用客の高齢化、新規客の減少が原因と考えられる
・地域特性として、行橋市と隣接している地域のため買
い物・通院の苅田町外率が他地域よりも高く、また他地
域より人口の減少率が高いことが要因と考えられる

・利用状況やニーズの変化を分析し、
ルートやダイヤ改正などの見直しを検討
する

・利用促進のためイベント等にて引き続き
啓発活動を実施する

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況
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   資料⑥ 

軽微な事案の際の運賃協議分科会の取扱い 
 

１．概要 

令和５年１０月に道路運送法（以下「法」という。）が改正され、法第９条第４項の規定によ

り、運賃等については苅田町運賃協議分科会（以下「分科会」という。）を開催する旨を苅

田町地域公共交通会議設置規程にて規定しております。 

今般、国土交通省より関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催

を要しない場合の目安となる考え方が示されましたので、分科会についても、開催を要し

ない軽微な事案を定めました。 

 

2．適用する路線 

 苅田町コミュニティバス定期路線 4 路線 

 （中央ルート、白川ルート、北部ルート、与原・小波瀬ルート） 

 

3．運賃協議分科会の開催を要しない軽微な事案 

(1) 均一制運賃を適用する路線（系統）において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、

路線の付け替えや一部延伸があった場合（競合する路線がある場合、路線延長により当

該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。）でも運賃額に変更がない場合 

(２) 毎年のイベント行事等に係る割引を実施する場合 

(３) 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合 

(４) 新たな決済手段を追加する場合や既存の決済手段の機能等を追加する場合 

※上記以外の項目に関する事案については、運賃協議分科会を開催する 
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